
 

電気自動車用 急速充電器

令和８年５月２１日(木)
から利用開始しました。

EV・PHVの急速充電器が、本庁舎来庁者駐車場内で
ご利用いただけるようになりました。

　　　設置場所

会津若松市役所本庁舎来庁者駐車場

利用開始日

令和８年

５月２１日(木)
正午より

利用時間

24時間年中無休
充電時間:1回あたり25分迄
アプリより空き情報確認可

利用料金

５分まで250円
以降１分ごとに50円
※25分の充電で1,250円

別途、駐車場料金が必要です。
（30分ごとに150円）
※市役所を利用される方は、
各課の窓口で駐車券に来庁
検印を受けた後、１階総合
案内で割引パンチを受ける
ことで無料になります。

利用方法　現金はご利用いただけません

でのご利用のみとなります。
※専用アプリのダウンロード・会員登録が必要です。

詳しくは
アプリ内
の案内を
ご確認く
ださい。

ご利用にあたってのお願い

充電が終わりましたら、市役所の用事がある場
合も含め、速やかに他の区画へ移動していただ
きますようお願いします。

充電器の利用中に生じた事故、盗難、損傷など
は、利用者の責任においてご対応ください。

ペースメーカー及び ICDを使用している方は、
誤作動する恐れがありますので、充電中は機器
やケーブルに近づかないようご注意ください。

会津若松市役所　環境共生課
電話：0242-23-4700（直通）
受付時間：平日8:30～ 17:15

近隣の電気自動車用充電器の設置状況は、

こちらのサイトからご確認ください。

お問い合わせ

市ホームページでも
ご案内しています

画像はイメージです

会津若松市役所 本庁舎来庁者駐車場

GoGoEV EVsmart会津若松市　急速充電器

詳しくは
アプリ内
の案内を
ご確認く
ださい。


